
社会福祉法人熊本市社会福祉協会役員 

に対する報酬及び役員費用弁償規定 

 

（目的） 

第1条  社会福祉法人熊本市社会福祉協会（以下「本協会」という。）の開催する正副会長会、

理事会、評議員会、監事会、評議員選任・解任委員会等のために正副会長、理事、評議

員、監事、評議員選任・解任委員等が要した費用の支弁及び役員の報酬について本規定

を定める。 

 

（報酬の額） 

第２条 本協会役員会の報酬の額を次のとおり定める。 

（１） 理事長の報酬は、予算の許容する範囲内で年額 120,000 円を限度とする。 

（２） 常勤の役員報酬は、個人の役割、職務内容を総合的に勘案・評価し、役員等報酬表（別

添）に定める基準額を理事会及び評議員会にて決定し支給する。 

① 賞与を法人給与規則に準じて支給することができる。 

② 翌年度の報酬額は、年度末に開催される理事会、評議員会において、法人の業績

と当該役員の役割、職務内容、出勤状況などを総合的に勘案・評価のうえ見直す

ことがある。 

（３） 役員会、監査時、評議員選任・解任委員会等における役員等報酬については予算の許

容する範囲内で勤務１日につき、6,000 円を支給する。 

但し、常勤の理事および本協会役員でかつ職員である者に対しては、役員報酬は支給

しない。 

 

（報酬支給の方法、支給形態） 

第３条 常勤役員に対して毎月２０日締とし当月２５日に振り込みにより現金を支給する。 

但し、２５日が土曜日若しくは日曜日、国民の休日の場合はその前日とする。 

 

（報酬の額の日割計算） 

第４条 新たに常勤の役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。 

２ 常勤の役員が退任し、又は解任された場合は、その日までの報酬を支給する。 

３ 月の中途において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額につい

ては、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りに

よって計算する。 

４ 第２項の規定関わらず、常勤の役員が死亡により退任した場合は、その月までの報酬を支

給する。 



 

（交通費） 

第５条 支弁の対象となる者は、上記会議に出席のために要した交通費とし、正副会長、理事、

評議員、監事等はすべて同一基準により支弁するものとする。但し常勤の役員には支給

しない。 

２ 交通費の額は、1,000 円を限度とする。 

 

（旅行命令） 

第６条 役員の業務出張は、会長の出張命令による。 

２ 前項により要した費用の支弁は、本協会旅費規程による。 

 

（規定の変更） 

第７条 この規定の変更は理事会及び評議員会の承認を経て行う。 

  

附則 

この規定は平成２９年３月１日から施行する。 

平成２８年６月１日施行の本規定はこれを廃止する。 

平成６年４月１日施行の本規定はこれを廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別添） 役員等報酬表 

 

号俸 支給基準額 

1 号俸 月額 １５０，０００円 

2 号俸 月額 ２００，０００円 

3 号俸 月額 ２５０，０００円 

4 号俸 月額 ３００，０００円 

5 号俸 月額 ３５０，０００円 

6 号俸 月額 ４００，０００円 

7 号俸 月額 ４５０，０００円 

8 号俸 月額 ５００，０００円 

9 号俸 月額 ５５０，０００円 

10 号俸 月額 ５７５，０００円 

11 号俸 月額 ６００，０００円 

12 号俸 月額 ６２５，０００円 

13 号俸 月額 ６５０，０００円 

14 号俸 月額 ６７５，０００円 

15 号俸 月額 ７００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


